
第３回定例会（開催）

　日時

　場所

　議案 （２０） あま市新学校給食センター整備事業について
（２１） あま市体育施設条例運用基準について
（２２） 平成２９年度生涯学習施設免除団体について
（２３） 平成２９年度体育施設免除団体について
（２４） あま市（七宝・安松地区）地域スポーツ員推薦について
（２５） 後援申請について
（２６） 区域外就学申請について（非公開）
（２７） 指定学校変更願申請について（非公開）
（２８） 通級児童生徒の入級願について（非公開）
（２９） 適応指導教室入級について（非公開）
（３０） 特別支援学級の入級について（非公開）
（３１） 就学援助費の受給審査について（非公開）
（３２） 特別支援教育就学奨励費の受給審査について（非公開）

平成２８年３月１６日（木）　午後２時から

本庁舎２階　第２会議室



開 催 日 平成２９年３月１６日（木）

開 催 場 所 本庁舎　第３、４会議室

開 催 時 間 午後２時００分～午後５時３０分

出 席 委 員 堀江徹二郎、小笠原英司、南谷恵美子、佐藤明美、松永裕和

欠 席 委 員 なし

出 席 者 教育部長始め事務局職員７名

傍 聴 人 ４人

議 事 日 程 日程第１　委員長あいさつ　　

日程第２　前回会議録の承認

日程第３　教育長の経過報告

日程第４

　議案第20号　あま市新学校給食センター整備事業について

　議案第21号　あま市体育施設条例運用基準について

　議案第22号　平成２９年度生涯学習施設免除団体について

　議案第23号　平成２９年度体育施設免除団体について

　議案第24号　あま市（七宝・安松地区）地域スポーツ員推薦について

　議案第25号　後援申請について

　議案第26号　区域外就学申請について（非公開）

　議案第27号　指定学校変更願申請について（非公開）

　議案第28号　通級児童生徒の入級願について（非公開）

　議案第29号　適応指導教室入室申込書について（非公開）

　議案第30号　特別支援学級の入級について（非公開）

　議案第31号　就学援助費の受給審査について（非公開）

　議案第32号　特別支援教育就学援助費の受給審査について（非公開）

日程第５　その他　

　・あま市内教職員人事案件について（非公開）

　・公文書公開請求書について（非公開）

　・生徒指導（平成２９年２月）について（非公開）

　・平成２９年度あま市教育委員会学校医等委嘱者名簿について

　・あま市立小中学校適正規模等に向けた検討委員会第３回篠田小学校・

　　美和東小学校・七宝北中学校・美和中学校地区委員会について

　・３月議会（一般質問、28年度補正予算、29年度当初予算等）について

　・平成２９年度人権関係行事について

第３回定例会（会議録）
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発 言 者 議事の大要

【開会時刻：午後２時００分】

委 員 長 （開会を宣言する。）

委 員 長 （あいさつをする。）

委 員 長 　前回の議事録の承認をお願いします。

委 員 全 員 （議事録に署名・押印。）

委 員 長 　教育長の経過報告をお願いします。

教 育 長 （平成２９年２月２６日～平成２９年３月２２日の経過を報告する。）

委 員 長 　議案第２０号「あま市新学校給食センター整備事業について」を議題

とします。

学校給食センター主幹 （「あま市新学校給食センター整備事業について」資料説明）

委 員 長 　議案第２０号の質疑を許可。

全 委 員 　質疑なし。

委 員 長 　報告を受けました。

委 員 長 　議案第２１号「あま市体育施設条例運用基準について」を議題としま

す。

ス ポ ー ツ 課 長 　あま市体育施設の利用団体登録について、あま市体育施設条例に細か

な要件の記載がないため、運用基準を設け、当該施設等を利用する場合

の団体登録等の要件を明確にするためのものです。また、適用は平成２

９年４月１日です。

委 員 長 　議案第２１号の質疑を許可。

委 員 長 　おおむね１０名以上と設定して利用者は納得しますか。

ス ポ ー ツ 課 長 　大多数の方は納得していただいております。

委 員 長 　あま市体育施設条例第５条のただし書きでは対応できないのか。

ス ポ ー ツ 課 長 　今回は、体育施設条例を変更するのではなく、運用基準で対応したい

と考えています。

委 員 　市外の方が多い団体があるということでしたが、何か調査するのです

か。

委 員 　例えば、１２人中２人が市外とか５０人の内４０人が市外の方でも登

録できるのでしょうか。

ス ポ ー ツ 課 長 　あり得ます。団体登録時に氏名・年齢・住所・連絡先等を提出してい

ただき、なおかつ、保険加入の写しも提出していただきます。スポーツ

課において市内外の人数は把握しています。様々な形態がありますので

一概に市外は排除できないのが実情です。事故等のために保険には加

入していただいております。

教 育 長 　特例がある場合もありえますので、その場合は教育委員会にて審議し

ていただくということでいかがでしょうか。

委 員 長 　いかがでしょうか。

全 委 員 　質疑なし。

委 員 長 　承認します。

委 員 長 　議案第２２号「平成２９年度生涯学習施設免除団体について」及び議

案第２３号「平成２９年度体育施設免除団体について」を議題とします。

生 涯 学 習 課 長 　あま市公民館条例施行規則第５条第１項第２号に基づきまして利用団

体の減免・免除団体について、ご承認していただくものです。
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ス ポ ー ツ 課 長 　あま市体育施設の管理及び運営に関する規則第６条第１項第２号の規

定により利用団体の減免・免除団体について、ご承認していただくもの

です。

委 員 長 　議案第２２号・議案第２３号の質疑を許可。

教 育 長 　小中学校体育連盟は入っていますか。

ス ポ ー ツ 課 長 　個々を記載しますと多くなりすぎますので、小中学校体育連盟は小中

学校でまとめさせていただいております。

委 員 長 　昨年度と違うところはありますか。

スポーツ課課長 　あまスポーツクラブに委託した場合は全額免除とさせていただきまし

た。

全 委 員 　質疑なし。

委 員 長 　承認します。

委 員 長 　議案第２４号「あま市（七宝・安松地区）地域スポーツ員推薦につい

て」を議題とします。

ス ポ ー ツ 課 長 　七宝町安松地区選出の方を新しく地域スポーツ員として選出したいと

考えています。欠員の補充です。

委 員 長 　議案第２４号の質疑を許可。

全 委 員 　質疑なし。

委 員 長 　承認します。

委 員 長 　議案第２５号「後援申請について」を議題とします。

生 涯 学 習 課 長 　生涯学習課からは、教育長専決処分の5件です。

①海部少年少女合唱団２０周年記念コンサート（海部少年少女合唱団）

②第１５回わんぱくすもう海部津島場所

　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団法人海部津島青年会議所）

③障がいのある方へのはたらく情報発信フェア2017in海部東部

　　　　　　　　　　　　　　　　（海部東部障害者総合支援協議会）

④第１４回紙ひこうき大会（わくわくあま）

⑤２０１７夏アズワンワンダースクールサマーキャンプ自然体験教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人アズワン）

　③については新規となりますが、行事内容から専決処分とさせていた

だきました。

委 員 長 　続いて、スポーツ課お願いします。

ス ポ ー ツ 課 長 　スポーツ課からは、教育長専決処分の１件です。

⑥第７回あま市オープンバドミントン大会個人戦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あま市バドミントン協会）

委 員 長 　議案第２５号の質疑を許可。

全 委 員 　質疑なし。

委 員 長 　専決の報告を受けました。

委 員 長 　その他を議題とします。

委 員 長 　その他「平成２９年度あま市教育委員会学校医等委嘱者名簿について」

をお願いします。

学 校 教 育 課 長 （学校別学校医（平成２９年度）を報告。）

全 委 員 　質疑なし。
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委 員 長 　その他「あま市立小中学校適正規模等に向けた検討委員会第３回篠田

小学校・美和東小学校・七宝北中学校・美和中学校地区委員会について」

をお願いします。

学 校 教 育 課 長 （「あま市立小中学校適正規模等に向けた検討委員会第３回篠田小学校

・美和東小学校・七宝北中学校・美和中学校地区委員会について」資料

説明。）

学 校 教 育 課 長 　篠田小学校・美和東小学校・七宝北中学校・美和中学校地区委員会と

して七宝地区・美和地区の小学校区・中学校区の見直しは行わない。ま

た、七宝北中学校の適正規模化に向けた方策として「学校選択制」の導

入を研究する。『あま市立小中学校の適正配置及び規模の適正化に関す

る提言書（平成２３年１２月）』は、概ね１０年ごとに見直しを行うこ

と。という意見等を書面で提出していただいておりますので、ご協議を

お願いします。

委 員 長 　３地区からの提言書・意見書を踏まえて委員会でまとめて提言という

ことで提出されていますが、いかがでしょうか。

学 校 教 育 課 長 　委員からは、七宝地区の提言についてＰＴＡの意見がないのではない

か。期間が短いのではないか。という意見がありました。

委 員 長 　篠田小学校の委員さんから提出されているアンケートについて、もう

少し説明をお願いします。

学 校 教 育 課 長 　左のアンケートにつきましては、現状での選択制導入に関しては６４

％の方が反対ですが、右のアンケートでは、選択権利を全員が有し希望

者全員が入学できるのならば、６０％の方が賛成ということです。

委 員 長 　現状、希望者が入学できない可能性があるのですか。

学 校 教 育 課 長 　現状では、４～５教室ほど余裕教室がありますので、現在のところは

入学できるものと考えます。選択区域については、宝小学校・美和東小

学校・篠田小学校区等を考えています。

委 員 長 　選択希望者が入学することは可能ということですね。

学 校 教 育 課 長 　選択の人数にもよりますが、ご意見がでていますので、今後進めるに

おいては、どの様な形になるのかわかりませんが、貴重な意見として検

討したいと思います。

委 員 長 　説明を聞いていただいて不明な点があれば聞いてください。

委 員 　七宝地区の小学校区の見直し実行が前提とされていますが、このあた

りはどうですか。

学 校 教 育 課 長 　最終的には、小学校区の見直しはしないという意見書をいただいてお

ります。

委 員 　最良な方法がとられたということですね。最近、連れ去りなど犯罪が

多いです。中学生となれば、集団下校ではないので一人で帰る場合もあ
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ります。選択制いうことであれば、保護者や児童生徒が近い学校を選べ

るということで、この方向でよいと思います。

委 員 長 　学校選択制について問題点など検討していただいて加味しながら実施

していく方向と考えますが、あま市になった第１歩であり、原点には、

近い学校に通学するということがあったかと思います。また、この学校

ということで考えておられる方もいらっしゃると思いますので、選択制

という方向性は様々な考えの方を加味する上で良い方向と思います。

委 員 　どのくらいの期間で検討する予定ですか。

学 校 教 育 課 長 　新しい委員会を立ち上げて検討する予定です。委員会だけではなく児

童にも周知が必要と考えますので、期間は不明です。

委 員 　七宝北中の生徒数はどうですか。

学 校 教 育 課 長 　現在、２０３名です。５年後には１５４名です。

委 員 長 　もっと大きな行政改革があれば増える可能性がありますが、制約のあ

る中で判断は難しいです。

教 育 長 　今後、人口動向や様々な状況が変化するものと考えられますので、概

ね１０年ごとに見直しをしたほうがよいとも考えます。

委 員 長 　小規模・大規模と学校により様々ですので、いい形で、各学校の適正

化は図れればよいかなと思います。今後、学校選択制を検討していただ

くということでよろしいでしょうか。

全 委 員 　異議なし。

委 員 長 　地区委員会からの意見書に基づいて、学校選択制の研究検討を進める

ということでよろしくお願いします。

委 員 長 　その他「３月議会（一般質問、２８年度補正予算、２９年度当初予算

等）について」をお願いします。

学 校 教 育 課 長 （平成２９年３月議会一般質問及び答弁、２８年度補正予算、条例の制

定、教育委員会委員の任命及び２９年度当初予算について報告）

【学校教育課】

学 校 教 育 課 長 　〇一般質問

　「小中学校適正規模配置及び適正規模等について」（近藤　陽一議員）

　　①児童生徒の対象地域は。

　　②児童生徒の対象学年は。

　　③今後の住民説明会・アンケート等の対象数及び実施方法は。

　　④住民説明会での欠席された方々等への周知は。

　　⑤アンケート回収率１００％に向けての方策は。

　　⑥「いじめ」のない教育委員会のあるべき姿へ。

　　⑦１人でも希望しない反対意見がある場合は実施すべきではない、教

　　　育委員会の考え方は。
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　「二期制について」（寺本　隆男議員）

　　①二期制と２学期制の違いは。

　　②実施校は。

　　③保護者・生徒の不安点は。

　　④通知表は。

　　⑤引継式の内容は。

　　⑥七宝北中学校へのステップアップカードの内容は。

　〇２８年度補正予算　

　○条例

　あま市教育委員会委員定数条例の制定

　○同意

　あま市教育委員会委員の任命

　○２９年度当初予算

　（主要施策の概要の新規及び拡充事業について説明）

【学校給食センター課】

学校給食センター主幹 　〇２８年度補正予算　

　○２９年度当初予算

　（主要施策の概要の新規及び拡充事業について説明）

学 校 教 育 課 長 　その他「平成２９年度人権関係行事について」をお願いします。

　人権推進課から平成２９年度人権関係行事が提出されましたので報告

させていただきます。

委 員 長 　これより秘密会の議題に移ります。傍聴者の方は退席をお願いします。

　（傍聴者退場）

【次回予定】 ・平成２９年４月１７日（月）午後１時３０分　定例会

　　　　　　　　　　　　　　　　　（本庁舎２階　第２会議室）

【閉会時刻：午後５時３０分】
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